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別表 取扱地域 

 １ 通話モードに係るもの 
 

通話先区分 取  扱  地  域 

南
・
北
ア
メ
リ
カ
地
方 

アメリカ１ アメリカ合衆国（本土）（船舶／航空機等に規定する取扱地 

域以外のもの）、アラスカ、カナダ、グアム、サイパン、ハワ

イ 

アメリカ２ アンギラ、アンティグア・バーブーダ、英領ケイマン諸島、

英領バージン諸島、グレナダ、ジャマイカ、セントクリスト

ファー・ネーヴィス、セントビンセント及びグレナディーン

諸島、セントルシア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、

ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、バハマ国、

バミューダ諸島、バルバドス、プエルトリコ（ただし国際ロー

ミング機能に係るものについてはアメリカ１）、米領バージン

諸島（ただし国際ローミング機能に係るものについてはアメ

リカ１）、メキシコ合衆国、モンセラット 

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ（ただし国際ローミング機能に

係るものについてはアメリカ２）、ウルグアイ東方共和国、エ

クアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティ

ル、オランダ領シント・マールテン、ガイアナ共和国、キュー

バ共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、コスタリカ

共和国、コロンビア共和国、サンピエール島、ミクロン島、

スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共

和国（ただし国際ローミング機能に係るものについてはアメ

リカ２）、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フォークランド

諸島、仏領ギアナ、仏領サン・マルタン、ブラジル連邦共和

国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、

ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、マルティニク 

ア
ジ
ア
地
方 

アジア１ 大韓民国、北朝鮮、台湾、中華人民共和国、香港、マカオ 

アジア２ インドネシア共和国、カンボジア王国、シンガポール共和国、

タイ王国、東ティモール民主共和国、フィリピン共和国、ブ

ルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、マレー

シア、ラオス人民民主共和国 

 アジア３ アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イエ

メン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラ

ム共和国、インド、オマーン国、カタール国、クウェート国、

サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、スリランカ民

主社会主義共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・

イスラム共和国、バーレーン王国、パレスチナ自治政府、バ

ングラデシュ人民共和国、ブータン王国、ミャンマー連邦共

和国、モルディブ共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミッ

ト王国、レバノン共和国 
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オ
セ
ア
ニ
ア
地
方 

オセアニア オーストラリア連邦、キリバス共和国、クック諸島、クリス

マス島、ココス・キーリング諸島、ソロモン諸島、サモア独

立国、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、

ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノーフォー

ク島、バヌアツ共和国、パプアニューギニア独立国、パラオ

共和国、フィジー共和国、仏領ポリネシア、仏領ワリス・フ

テュナ諸島、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネ

シア連邦 

 ヨーロッパ アイスランド共和国（船舶／航空機等に規定する取扱地域以

外のもの）、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アゾレ

ス諸島、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公

国、イタリア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、

英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）、英領

ジブラルタル、エストニア共和国、オーストリア共和国、オ

ランダ王国、カザフスタン共和国、カナリア諸島、ガーンジー、

キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、グリー

ンランド、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共

和国、スイス連邦（船舶／航空機等に規定する取扱地域以外

のもの）、ジャージー、ジョージア、スウェーデン王国、スペ

イン、スペイン領北アフリカ、スロバキア共和国、スロベニア

共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和

国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルクメニスタン、

トルコ共和国、ノルウェー王国（船舶／航空機等に規定する

取扱地域以外のもの）、バチカン市国、ハンガリー、フィンラ

ンド共和国、フェロー諸島、フランス共和国、ブルガリア共

和国、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マケドニア

旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マルタ共和国（船

舶／航空機等に規定する取扱地域以外のもの）、マン島、モナ

コ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、

リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブル

ク大公国、ルーマニア、ロシア 

ア
フ
リ
カ
地
方 

アフリカ アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共

和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティ

ニ王国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ

共和国、カーボヴェルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン

共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和

国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、

コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民

主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共

和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セーシェル共和

国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、

ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方 
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中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシ

ア島、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共

和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、

ベナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マダガスカ

ル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、

南スーダン共和国、モザンビーク共和国、モーリシャス共和

国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、

リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン

島 

インマルサット移

動地球局 

インマルサット衛星携帯電話 

特定衛星携帯電話 イリジウム衛星携帯電話、スラーヤ衛星携帯電話 

船舶／航空機等 各国事業者の船舶／航空機取扱地域、及びグローバルサービス

に係るもの 
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 ２ デジタル通信モードに係るもの 
 

通 話 先 区 分 取  扱  地  域 

南・北アメリカ地

方 

アメリカ ブラジル 

アジア地方 アジア１ 台湾、大韓民国、中国、香港、マカオ 

 アジア２ インドネシア共和国、シンガポール共和国、

フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、

マレーシア 

 アジア３ アラブ首長国連邦、イスラエル国、カタール国、

スリランカ 

オセアニア地方 オセアニア オーストラリア連邦、ニュージーランド 

ヨーロッパ地方 ヨーロッパ アゾレス諸島、英国（グレートブリテン及び

北アイルランド連合王国）、エストニア共和

国、イタリア共和国、オーストリア共和国、

オランダ王国、カナリア諸島、キプロス共和

国、ギリシャ共和国、クロアチア共和国、サ

ンマリノ共和国、スイス連邦、スウェーデン

王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、ス

ロバキア共和国、スロベニア共和国、デンマー

ク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、バチカン市国、ハンガリー、

フランス共和国、フィンランド共和国、ブル

ガリア共和国、ベルギー王国、ポーランド共

和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、ルー

マニア、ルクセンブルク大公国 

アフリカ地方 アフリカ エジプト・アラブ共和国、南アフリカ共和国、

モーリシャス共和国、モロッコ王国 

 

（注）取扱地域に△印が付されているものについては取扱開始予定であり、それぞ

れ取扱いが開始されたときにはインターネット等を利用してそのことを掲示

します。 


